
暫定プラン利用の事務フロー①　【委託先の居宅介護支援事業者が介護予防プラン作成→認定結果が要支援１～２の場合】　

利用者 指定居宅介護支援事業者 地域包括支援センター サービス事業者 神戸市

相談申出 相談受付・制度説明
※予防給付相当と判断
認定申請・暫定プランの希望確認

介護予防サービス暫定プラン（原案）作成
サービス提供事業者調整

認定申請受付

認定調査委託

主治医意見書依頼

認定審査会

サービス担当者会議の開催
※地域包括支援センターは適宜参加

認定調査を受ける

利用者の紹介を受ける

認定結果通知発送

地域包括支援センターから委託
を受けた指定居宅介護支援事業
者のケアマネジャーと面接
介護予防サービス計画書原案の
説明を受ける
利用者の意向とケアマネジャー
の提案のすり合わせ作業

事前アセスメント

個別サービス・支援計画作成

介護予防サービス利用契約締結
重要事項説明書の交付

サービス提供

認定申請代行

重要事項説明書交付

介護予防サービス計画作成依頼
届出書の作成

利用者基本情報の作成

介護予防サービス暫定プラン作成依頼

認定結果通知受理
結果：要支援１又は２

介護予防支援契約締結

重要事項説明書受理・同意

利用者宅へケアマネジャーを派遣
利用者基本情報追加作成
基本チェックリスト作成

介護予防サービス計画書に同意

介護予防サービス計画書に
助言および意見を記入・承認

【同意があった場合】
認定調査票（写）
主治医意見書（写）
情報提供

認定調査票（写）と
主治医意見書（写）を、
指定居宅介護支援事業者へ提供

認定調査票（写）
主治医意見書（写）の内容を
介護予防ケアプランに反映

介護予防サービス暫定プラン受諾

サービス利用

委託契約締結

介護予防サービス利用契約締結

介護予防サービス計画
作成依頼届出書受付

介護予防支援契約締結
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